
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談や

支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的負担を軽減する「経済的支援」を一体として実施します！ 

 

にこにこ赤ちゃん出産応援交付金 

わくわく子育て応援交付金 
のご案内 

１．対象 

 ①にこにこ赤ちゃん出産応援交付金 

  ・令和４年４月１日以降に妊娠の届出をされた方 

 ②わくわく子育て応援交付金 

  ・令和４年４月１日以降に出生した子の養育者 

２．交付額 

 ①にこにこ赤ちゃん出産応援交付金：妊娠１回につき５万円 

 ②わくわく子育て応援交付金    ：子ども１人につき５万円 

※交付金は現金またはふくいはぴコイン（デジタル地域通貨）で受け取れます。 

３．交付の流れ 
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４．申請に必要な物 
 

  

 

 

 

 

【妊娠届出時のみ】・医療機関で発行された妊娠証明書 

・マイナンバーカード、もしくは個人番号通知カード  

保健師と面談を行い、母子手帳を交付します。 

①にこにこ赤ちゃん出産応援交付金の申請もしていただきます。 
妊娠届出 

妊娠 8か月 

アンケート 

妊娠７～８か月頃には「妊娠８か月アンケート」を郵送します。 

出産に向けての大切なアンケートですので、ご回答お願いいたします。 

＊希望者には面談を実施します。 

出生届出 
お子さんが生まれたら 14日以内に届出をしてください。 

②わくわく子育て応援交付金の申請書とアンケートをお渡しします。 

赤ちゃん訪問 
産後約１～２か月後に保健師もしくは助産師による赤ちゃん訪問を 

予定していますので、その場で②わくわく子育て応援交付金の申請書 

とアンケートを提出していただきます。 

※交付は原則、訪問終了後となっております。 

詳しくはこちらから 

【現金給付の場合】 

・各交付金の申請書 ・各アンケート ・印鑑 

・交付金振込先の通帳またはカード 

(赤ちゃん訪問時に申請される場合は、 

写しを添付してください) 

 

【ふくいはぴコインの場合】 

・各交付金の申請書 ・各アンケート ・印鑑 

 

※電子申請の場合は申請書・印鑑は不要 

 →電子申請方法は面談時にお伝えします。 



 

≪おおい町子育て世代包括支援センター≫ 

 ・保健福祉センターなごみ すこやか健康課   ・あっとほ～むいきいき館 保健福祉室 

   〒919-2111                     〒917-0383 

おおい町本郷 92-51-1               おおい町名田庄下 6-1 

  TEL：０７７０－７７－１１５５             TEL：０７７０－６７－２０００ 

おおい子育てねっと 

申請先・お問い合わせ先 

出産・子育て応援交付金 Q＆A 

Q： 妊娠届出後もしくは出産後に転出入した場合、交付金は受け取れますか？ 

A： 本人の希望に応じて、転出元か転出先どちらかの市町村で受け取れます。ただし、転出先の市町村

から受け取る場合は、転出先で再度面談を行う必要があります。交付金の申請方法等は市町村によ

って異なりますので、転出先の市町村にお問い合わせください。 

 

Q: 里帰り先で赤ちゃん訪問を実施した場合、どのように申請すればよいですか？ 

A: 住民票のあるおおい町に申請書を提出してください。窓口へ直接提出することが難しい場合は、す

こやか健康課までご連絡のうえ、郵送でお送りください。なお、訪問実施後であれば電子申請も可能

です。電子申請フォームのURLをお送りしますので、すこやか健康課までご連絡ください。 

Q: ふくいはぴコインとは何ですか？ 

A: 福井県内の「ふく育応援団」加盟店舗で利用できる、デジタル地域通貨です。交付金を専用のアプリ

内にポイントとして付与し、ＱＲコード決済で支払うことができます。 

Q： 双子を妊娠・出産した場合は、交付額はどうなりますか？ 

A:  ①にこにこ赤ちゃん出産応援交付金：妊婦 1人当たりの交付となるため５万円の交付です。 

   ②わくわく子育て応援交付金：子ども 1 人当たりの交付となるため、５万円×生まれた子どもの数

の交付です。 

Q: 交付金の申請期限はいつですか？ 

Ａ： ①にこにこ赤ちゃん出産応援交付金：妊娠届出日から２か月後（基本は妊娠届出時に申請） 

②わくわく子育て応援交付金：出生届出日から２か月後（基本は赤ちゃん訪問時に申請） 

里帰り等で期限までに提出できない方は、保健センターまでご連絡ください。 

Q: 交付金の申請に面談は必ず必要ですか？ 

Ａ： 原則、面談を実施後に交付となります。ただし、体調不良や里帰り、転出された方がおおい町での交 

付を希望される等、やむを得ない場合は電話面談とさせていただきます。 


